
 

次世代育成支援対策推進法及び女性活躍法に基づく 

（公財）群馬県交通安全協会行動計画 

 

 全職員が活躍できる雇用環境の整備を行うため、次のように行動計画を策定する。 

 

１．計画期間 令和 ７年 ４月 １日  ～  令和 １２年 ３月３１日までの５年間 

２．当協会の課題 

  ・ 年次有給休暇の全体取得率は上昇しつつあるが、個人では未だ取得に消極的な傾向がある。 

３．目標と取組内容 

 

 

 

［取組内容］ 

令和７年４月～ 前年実績を基に課題分析を行う。 

所属長が率先して年次有給休暇を取得するなど、取得しやすい環境づくり、

意識づくりを図り、年６日を超える有給休暇を確実に取得してもらうよう、所属長

による積極定な取得の推奨により取得率の向上を図る。 

 

女性の活躍に関する情報公表 

 

【年次有給休暇取得率】 

令和７年度実績  正 規 職 員  ８０．３％ 

            嘱 託 職 員  ７７．９％ 

            契 約 職 員  ８０．８％ 

            パート職員  ７７．０％ 

 

       【男女の賃金差異】 

区 分 
男女の賃金差異 

（男性の賃金に対する女性の賃金割合） 

正規職員   88.3％ 

非正規職員   72.3％ 

全ての職員   88.1％ 

（注）令和７年度実績 役員・短時間労働者除く 
 

 【女性管理職比率】 

女性管理職比率 

（管理職の数に対する女性の割合） 
１０．５％ 

（注）令和８年３月時点 

掲載日 令 和 ８ 年５ 月１ 日 

目 標：年次有給休暇取得率を一人平均６０％以上とする。 


